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(57)【要約】
【課題】複数の構造物を区別可能な立体モデルを、簡易
かつ安価に作成できるようにする。
【解決手段】肝臓領域抽出部１４および構造物抽出部１
６が、３次元画像Ｖ０から肝臓領域および肝動脈、肝静
脈等の構造物を抽出し、サーフェスデータ生成部１８が
、肝臓領域および構造物のサーフェスデータを生成する
。パターン付与部２０が、肝臓領域および構造物の表面
の少なくとも１つに凹凸パターンを付与し、データ生成
部２２が、凹凸パターンが付与された肝臓領域および構
造物のサーフェスデータを合成して、立体モデルデータ
を生成する。立体モデル作成装置３０が、立体モデルデ
ータに基づいて、肝臓の立体モデルを作成する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の構造物からなる物体の３次元画像を表す３次元画像データから、該物体の立体モ
デルを作成するための立体モデルデータを生成する立体モデルデータ生成装置であって、
　前記３次元画像データから生成された、前記物体のサーフェスデータにより表される該
物体の表面および前記複数の構造物のサーフェスデータにより表される該複数の構造物の
表面の少なくとも１つに、凹凸パターンを付与するパターン付与手段と、
　該凹凸パターンが付与されたサーフェスデータを含む、前記物体のサーフェスデータお
よび前記複数の構造物のサーフェスデータを合成して前記立体モデルデータを生成するデ
ータ生成手段とを備えたことを特徴とする立体モデルデータ生成装置。
【請求項２】
　前記パターン付与手段は、前記物体の表面および前記複数の構造物の表面のそれぞれに
、互いに異なる凹凸パターンを付与する手段であることを特徴とする請求項１記載の立体
モデルデータ生成装置。
【請求項３】
　前記３次元画像から、前記物体および前記複数の構造物を抽出する抽出手段と、
　該抽出された物体および該抽出された複数の構造物のサーフェスデータを生成するサー
フェスデータ生成手段とをさらに備えたことを特徴とする請求項１または２記載の立体モ
デルデータ生成装置。
【請求項４】
　複数の凹凸パターンを記憶する記憶手段をさらに備えたことを特徴とする請求項１から
３のいずれか１項記載の立体モデルデータ生成装置。
【請求項５】
　前記３次元画像は、ＣＴ画像またはＭＲ画像から生成されてなることを特徴とする請求
項１から４のいずれか１項記載の立体モデルデータ生成装置。
【請求項６】
　前記物体が肝臓であり、前記複数の構造物が、肝静脈、門脈、肝動脈、肝臓に含まれる
腫瘍および下大静脈の少なくとも１つであることを特徴とする請求項５記載の立体モデル
データ生成装置。
【請求項７】
　前記物体が肺であり、前記複数の構造物が、肺静脈、肺動脈、気管支および肺結節の少
なくとも１つであることを特徴とする請求項５記載の立体モデルデータ生成装置。
【請求項８】
　複数の構造物からなる物体の３次元画像を表す３次元画像データから、該物体の立体モ
デルを作成するための立体モデルデータを生成する立体モデルデータ生成方法であって、
　前記３次元画像データから生成された、前記物体のサーフェスデータにより表される該
物体の表面および前記複数の構造物のサーフェスデータにより表される該複数の構造物の
表面の少なくとも１つに、凹凸パターンを付与し、
　該凹凸パターンが付与されたサーフェスデータを含む、前記物体のサーフェスデータお
よび前記複数の構造物のサーフェスデータを合成して前記立体モデルデータを生成するこ
とを特徴とする立体モデルデータ生成方法。
【請求項９】
　複数の構造物からなる物体の３次元画像を表す３次元画像データから、該物体の立体モ
デルを作成するための立体モデルデータを生成する立体モデルデータ生成方法をコンピュ
ータに実行させるためのプログラムであって、
　前記３次元画像データから生成された、前記物体のサーフェスデータにより表される該
物体の表面および前記複数の構造物のサーフェスデータにより表される該複数の構造物の
表面の少なくとも１つに、凹凸パターンを付与する手順と、
　該凹凸パターンが付与されたサーフェスデータを含む、前記物体のサーフェスデータお
よび前記複数の構造物のサーフェスデータを合成して前記立体モデルデータを生成する手
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順とをコンピュータに実行させることを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、樹脂等の材料を積層させて複数の構造物からなる立体モデルを作成するため
の立体モデルデータを生成する立体モデルデータ生成装置および方法並びに立体モデルデ
ータ生成方法をコンピュータに実行させるためのプログラムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、医療機器（例えば多検出器型ＣＴ等）の進歩により質の高い３次元画像が画像診
断に用いられるようになってきている。また、このような３次元画像を解析することによ
り、体内に存在する様々な臓器の３次元形状の把握が容易となり、さらには臓器の中に存
在する動脈、静脈、腫瘍といった各組織の相対的な位置関係や立体構造の把握までもが可
能になってきている。この際、各種画像処理アルゴリズムを用いて、特定臓器および臓器
内の特定の構造物を抽出し、ボリュームレンダリング等の表示手法を用いて、３次元形状
を２次元平面に投影してその立体構造を把握することも行われている。
【０００３】
　一方、物体の３次元形状を表す３次元データに基づいて立体モデルを作成するための立
体モデル作成装置が提案されている。この立体モデル作成装置は、３次元データに基づい
て、ソリッドモデルの表面を三角形のパッチで覆尽して立体を表現したデータフォーマッ
トであるＳＴＬ(Standard Triangulated Language)フォーマットのデータを作成し、ＳＴ
Ｌデータを水平方向に輪切りにすることにより等高線データ（断面データ）を作成し、断
面データにしたがって、硬化された材料を繰り返し積層させることにより、立体モデルの
作成が可能となっている。
【０００４】
　このような立体モデルを作成するに際し、立体モデルの表面に模様を付与するために、
３次元データに模様のパターンを付与して立体モデルを作成する手法が提案されている（
特許文献１参照）。また、立体モデルの作成後に、その表面に凹凸を形成することにより
、立体モデルの着色を容易に行う手法も提案されている（特許文献２参照）。
【０００５】
　このような立体モデル作成装置は、押出成形法等の樹脂成形法では作成することができ
なかった形状のモデルを自在に作成することができるため、コネクタ等の試作部品作成、
射出成形用型製作、形状確認用モデル製作等に利用される。
【０００６】
　また、立体モデル作成装置は、医療分野において、上述したＣＴの他、磁気共鳴イメー
ジング（ＭＲＩ）等による３次元画像から、臓器や骨等の３次元の立体モデルの作成にも
利用され始めている（特許文献３参照）。ここで、立体モデル作成装置において臓器の立
体モデルを作成する際には、３次元画像から立体モデルの作成の対象となる臓器を抽出し
、抽出した臓器の立体モデルを作成している。また、臓器の内部の血管等の構造物も確認
可能な立体モデルも作成可能である。このような臓器の内部を確認可能な立体モデルは、
３次元画像から臓器および血管等の構造物を抽出し、臓器の表面を表すサーフェスデータ
および構造部のサーフェスデータを生成し、これらを合成した立体モデルデータに基づい
て作成される。
【０００７】
　ここで、肝臓には肝動脈、肝静脈および門脈の３つの血管が存在し、肺には肺動脈、肺
静脈、気管等の類似する構造物が存在するため、肝臓の場合、肝臓の表面の一部をカット
することにより、内部の肝動脈、肝静脈および門脈の構造物が認識できるような立体モデ
ルが作成される。また、肺の場合、肺の一部をカットすることにより、内部の肺動脈、肺
静脈、気管等の構造物が認識できるような立体モデルが作成される。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２０１１－０５６６９７号公報
【特許文献２】特開２００２－３３１５９２号公報
【特許文献３】特開２００２－０４０９２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　上述した臓器の内部を確認可能な立体モデルを作成するためのサーフェスデータにおい
ては、データ値として臓器および構造物の区別はなされていないため、サーフェスデータ
から立体モデルを作成した場合、臓器内に含まれる血管等の各種構造物は、すべて単一の
色（すなわち材料の色）にて表現される。このため、画像処理アルゴリズムにより特定の
構造物を抽出しても、立体モデルにおいては、その構造物を区別できないこととなる。と
くに、肝臓には肝動脈、肝静脈および門脈の３つの血管が存在し、肺には肺動脈、肺静脈
、気管等の類似する構造物が存在するが、画像処理アルゴリズムにより区別可能なこれら
の構造物が、立体モデルにおいては区別できないこととなる。このため、臓器の表面の立
体モデルおよび構造物の立体モデルを別個に作成し、それぞれを着色した後に各立体モデ
ルを組み合わせて、臓器内部を確認可能な立体モデルを作成することが行われているが、
臓器内の血管等の構造物は複雑に絡み合っているため、臓器表面の立体モデルと構造物の
立体モデルとを組み合わせることは困難である。また、着色の作業にも労力を要する。こ
のため、所望とする色に着色した材料を用いて複数の構造物をそれぞれ異なる色にて着色
して、複数の構造物からなる立体モデルを一度に作成するカラー立体モデル作成装置が提
案されているが、このような立体モデル作成装置は非常に高価である。
【００１０】
　本発明は上記事情に鑑みなされたものであり、複数の構造物を区別可能な立体モデルを
、簡易かつ安価に作成できるようにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明による立体モデルデータ生成装置は、複数の構造物からなる物体の３次元画像を
表す３次元画像データから、該物体の立体モデルを作成するための立体モデルデータを生
成する立体モデルデータ生成装置であって、
　前記３次元画像データから生成された、前記物体のサーフェスデータにより表される該
物体の表面および前記複数の構造物のサーフェスデータにより表される該複数の構造物の
表面の少なくとも１つに、凹凸パターンを付与するパターン付与手段と、
　該凹凸パターンが付与されたサーフェスデータを含む、前記物体のサーフェスデータお
よび前記複数の構造物のサーフェスデータを合成して前記立体モデルデータを生成するデ
ータ生成手段とを備えたことを特徴とするものである。
【００１２】
　「３次元画像」の具体例としては、被検体の胸部（肺）を表すもの、頭部（脳）を表す
もの、腹部（肝臓）を表すもの等が挙げられる。また、臓器のみならず、機械等の複数の
部品からなる物体の３次元画像を用いてもよい。
【００１３】
　「物体の表面および複数の構造物の表面の少なくとも１つに凹凸パターンを付与する」
とは、物体の表面にのみ凹凸パターンを付与すること、物体の表面には凹凸パターンを付
与せず、複数の構造物の表面の少なくとも１つに凹凸パターンを付与すること、および物
体の表面および複数の構造物の表面のすべてに凹凸パターンを付与することのいずれをも
含む。
【００１４】
　なお、「表面に凹凸パターンを付与する」とは、サーフェスデータの値を変更して、サ
ーフェスデータにより表される物体あるいは構造物の表面に、凹凸により表される模様が
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付与されるようにすることを意味する。すなわち、凹凸パターンが付与された後のサーフ
ェスデータを用いて物体あるいは構造物の立体モデルを作成した場合、後から凹凸パター
ンを形成することなく、立体モデルの表面に凹凸パターンが付与された状態とすることを
意味する。
【００１５】
　「物体のサーフェスデータおよび複数の構造物のサーフェスデータを合成する」とは、
立体モデル作成装置において、複数の構造物および物体の立体モデルを作成可能なように
、サーフェスデータを１つの立体モデルデータにまとめることを意味する。
【００１６】
　なお、本発明による立体モデルデータ生成装置においては、前記パターン付与手段を、
前記物体の表面および前記複数の構造物の表面のそれぞれに、互いに異なる凹凸パターン
を付与する手段としてもよい。
【００１７】
　また、本発明による立体モデルデータ生成装置においては、前記３次元画像から、前記
物体および前記複数の構造物を抽出する抽出手段と、
　該抽出された物体および該抽出された複数の構造物のサーフェスデータを生成するサー
フェスデータ生成手段とをさらに備えるものとしてもよい。
【００１８】
　また、本発明による立体モデルデータ生成装置においては、複数の凹凸パターンを記憶
する記憶手段をさらに備えるものとしてもよい。
【００１９】
　また、本発明による立体モデルデータ生成装置においては、前記３次元画像は、ＣＴ画
像またはＭＲ画像から生成されてなるものとしてもよい。
【００２０】
　また、本発明による立体モデルデータ生成装置においては、前記物体を肝臓とし、前記
複数の構造物を、肝静脈、門脈、肝動脈、肝臓に含まれる腫瘍および下大静脈の少なくと
も１つとしてもよい。
【００２１】
　また、本発明による立体モデルデータ生成装置においては、前記物体を肺とし、前記複
数の構造物を、肺静脈、肺動脈、気管支および肺結節の少なくとも１つとしてもよい。
【００２２】
　本発明による立体モデルデータ生成方法は、複数の構造物からなる物体の３次元画像を
表す３次元画像データから、該物体の立体モデルを作成するための立体モデルデータを生
成する立体モデルデータ生成方法であって、
　前記３次元画像データから生成された、前記物体のサーフェスデータにより表される該
物体の表面および前記複数の構造物のサーフェスデータにより表される該複数の構造物の
表面の少なくとも１つに、凹凸パターンを付与し、
　該凹凸パターンが付与されたサーフェスデータを含む、前記物体のサーフェスデータお
よび前記複数の構造物のサーフェスデータを合成して前記立体モデルデータを生成するこ
とを特徴とするものである。
【００２３】
　なお、本発明による立体モデルデータ生成方法をコンピュータに実行させるためのプロ
グラムとして提供してもよい。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明によれば、物体のサーフェスデータにより表される物体の表面および複数の構造
物のサーフェスデータにより表される複数の構造物の表面の少なくとも１つに凹凸パター
ンを付与し、凹凸パターンが付与されたサーフェスデータを含む、物体のサーフェスデー
タおよび複数の構造物のサーフェスデータを合成して立体モデルデータを生成するように
したため、立体モデルデータに基づいて作成された立体モデルにおいては、表面に凹凸パ
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ターンが形成されることとなる。このため、形成された凹凸パターンにより、複数の構造
物を区別して認識でき、これにより、カラー立体モデル作成装置のように高価な装置を用
いることなく、複数の構造物を区別可能な立体モデルを、簡易かつ安価に作成できる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の実施形態による立体モデルデータ生成装置の構成を示す概略ブロック図
【図２】肝臓領域のサーフェスデータの生成を説明するための図
【図３】サーフェスデータにより表される肝臓領域の斜視図
【図４】肝臓領域の一部を切り取った状態を示す斜視図
【図５】凹凸パターンの例を示す図
【図６】門脈のサーフェスデータに凹凸パターンが付与された状態を示す図
【図７】立体モデルデータの生成を説明するための図
【図８】腫瘍について仮想的な連結部を立体モデルデータに追加した状態を示す図
【図９】本実施形態において行われる処理を示すフローチャート
【図１０】作成された立体モデルを示す図
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態について説明する。図１は本発明の実施形態に
よる立体モデルデータ生成装置の構成を示す概略ブロック図である。なお、図１に示す立
体モデルデータ生成装置１の構成は、補助記憶装置に読み込まれた立体モデルデータ生成
プログラムをコンピュータ上で実行することにより実現される。このプログラムは、ＣＤ
－ＲＯＭ等の記録媒体に記録され、もしくはインターネット等のネットワークを介して配
布され、コンピュータにインストールされる。
【００２７】
　本実施形態による立体モデルデータ生成装置１は、画像取得部１０、記憶部１２、肝臓
領域抽出部１４、構造物抽出部１６、サーフェスデータ生成部１８、パターン付与部２０
、データ生成部２２、入力部２４および表示部２６を備える。また、立体モデルデータ生
成装置１は、立体モデル作成装置３０と接続され、立体モデル作成装置３０に後述する立
体モデルデータを出力し、立体モデル作成装置３０は、立体モデルデータに基づいて立体
モデルを作成する。
【００２８】
　画像取得部１０は、マルチスライスＣＴ装置またはＭＲＩ装置等のモダリティ２におい
て、被写体の腹部を撮影して得られた３次元画像Ｖ０を取得する、通信インターフェース
の機能を有する。なお、本実施形態においては、モダリティ２はマルチスライスＣＴ装置
であるものとする。３次元画像群Ｖ０はＬＡＮ経由でモダリティ２から送信される。
【００２９】
　ここで、３次元画像Ｖ０は、診断対象となる腹部を断層面に垂直な方向に沿って順に得
られる２次元の断層画像を積層することによって取得されるものであり、本実施形態にお
いては、モダリティ２において撮影された複数の断層画像を重ね合わせることにより生成
される。なお、ＣＴ装置を用いて取得した３次元画像は、３次元空間上での格子点を構成
するボクセル（すなわち画素位置）毎にＸ線の吸収量を蓄えたデータとなり、各画素位置
に対して１つの信号値（ＣＴ装置で撮影した場合は、Ｘ線の吸収量を示す値）が与えられ
たデータとなる。
【００３０】
　なお、３次元画像Ｖ０には、ＤＩＣＯＭ（Digital Imaging and Communications in Me
dicine）規格で規定された付帯情報が付加される。付帯情報は、例えば、３次元画像を識
別するための画像ＩＤ、被写体を識別するための患者ＩＤ、検査を識別するための検査Ｉ
Ｄ、画像情報毎に割り振られるユニークなＩＤ（ＵＩＤ）、その画像情報が生成された検
査日、検査時刻、その画像情報を取得するための検査で使用されたモダリティの種類、患
者氏名、年齢、性別等の患者情報、検査部位（撮影部位、本実施形態においては胸部）、
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撮影条件（造影剤の使用有無や、放射線量等）、１回の検査で複数の画像を取得したとき
のシリーズ番号あるいは採取番号等の情報が含まれうる。
【００３１】
　記憶部１２は、ハードディスク等の大容量の記憶装置であり、３次元画像Ｖ０が記憶さ
れる。また、記憶部１２には、後述する凹凸パターンのデータも記憶されている。
【００３２】
　肝臓領域抽出部１４は、３次元画像Ｖ０から肝臓領域を抽出する。肝臓領域の抽出には
、３次元画像Ｖ０における肝臓が存在するＣＴ値の範囲を推定し、その値を用いてしきい
値処理を行い、これにより抽出された領域に、モフォロジーフィルタを適用する手法、「
“非剛体レジストレーションを適用した多時相腹部造影ＣＴ画像からの肝臓領域自動抽出
法“、コンピュータ支援画像診断学会論文誌、Vol.7, No.4-1, Jun. 2003.」に記載され
たように、時系列で撮影された複数の肝臓フェーズ画像を用いて、肝臓領域の造影パター
ンを検出し、それを用いて肝臓領域を抽出する手法、「“A Liver Level Set (LLS) Algo
rithm for Extracting Liver’s Volume Containing Disconnected Regions Automatical
ly”, IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, VOL
.8 No.12, December 2008」および「”Level set methodを用いた肝臓領域抽出方法の開
発と評価”、コンピュータ支援診断学会論文誌、Vol.7, No.4-2, Jun. 2003.」に記載さ
れたレベルセット法等を用いることができる。なお、肝臓領域を抽出する手法は、これら
の手法に限定されるものではなく、任意の手法を用いることができる。
【００３３】
　構造物抽出部１６は、３次元画像Ｖ０に基づいて、肝臓領域における肝動脈、肝静脈、
門脈および腫瘍を抽出する。なお、以降の説明においては、肝動脈、肝静脈、門脈および
腫瘍をまとめて構造物と称する場合があるものとする。肝動脈、肝静脈および門脈（以下
、単に血管と称する場合があるものとする）を抽出する手法としては、例えば特開２０１
０－２２０７４２号公報に記載された、線状構造からなる対象組織を表す複数の候補点の
位置情報と主軸方向を算出し、算出された位置情報および主軸方向に基づいた変数とする
コスト関数を用いて、複数の候補点が接続されるように再構築する手法、特開２０１１－
２１２３１４号公報に記載された、自動で血管を区別して抽出する手法を用いることがで
きる。
【００３４】
　また、血管を抽出する手法として、第１および第２の線状構造物のそれぞれ１つの起始
部から分岐を繰り返しながら離れる方向に広がって延びるという特徴に基づいて、各ノー
ド毎に、各ノードに接続可能な複数のノード間を結ぶ複数のエッジについて接続しやすさ
を表すコストを重み付けするコスト関数により、第１の木構造の根ノードに対応する第１
の根ノードおよび第２の木構造の根ノードに対応する第２の根ノードのそれぞれから各ノ
ードを接続して木構造を作成する手法を用いることができる。この手法において、第１お
よび第２の線状構造物を、肝臓内の肝動脈および肝静脈とすることにより、肝動脈および
肝静脈を区別して抽出できる。また、この手法において、第１および第２の線状構造物を
門脈および肝動脈または肝静脈とすることにより、門脈および肝動脈または肝静脈を区別
して抽出できる。なお、この手法において、起始部は、任意の方法により特定したもので
あってもよく、起始部に基づいて周知の方法により起始部に対応する根ノードを特定して
よい。例えば、表示された画像上でマウス等の入力装置により起始部を指定してもよく、
起始部が既知である所定の構造物を表す複数の教師データを機械学習することにより、起
始部を検出する起始部検出部をさらに備えるものとし、この起始部検出部により検出して
もよい。なお、教師データを機械学習して根ノードを抽出する周知の種々の方法を用いる
ことができ、例えば、アダブースト(Adaboost)法により教師データにおいて既知である起
始部の特徴量に基づいて起始部を検出することが考えられる。
【００３５】
　また、肝動脈と門脈とは並走しており、その相違は血管径が動脈の方が門脈よりもはる
かに細い点にある。また、造影剤を使用した場合、早期の時相において動脈が造影され、
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その後門脈が造影される。このため、造影剤を使用して多時相にて取得したＣＴ画像を用
いて、血管径の相違および造影されるタイミングに基づいて、肝動脈と門脈とを区別して
抽出してもよい。
【００３６】
　これにより、構造物抽出部１６は、３次元画像Ｖ０から肝臓領域内の肝動脈、肝静脈お
よび門脈を抽出する。
【００３７】
　また、腫瘍については、「“Liver tumors segmentation from CTA images using voxe
ls classification and affinity constraint propagation”, Int J CARS, 2010.」に記
載された、Voxel Classificationを利用した手法等を用いることができる。なお、肝動脈
、肝静脈、門脈および腫瘍を抽出する手法は、これらの手法に限定されるものではなく、
任意の手法を用いることができる。
【００３８】
　サーフェスデータ生成部１８は、抽出された肝臓領域および構造物の表面を表すサーフ
ェスデータを生成する。後述するように立体モデルを作成する場合、肝臓表面の厚さが０
では、立体モデルを作成することができないため、所定の厚さを有するものとする必要が
ある。このため、サーフェスデータ生成部１８は、図２の肝臓領域の断面図に示すように
、抽出された肝臓領域（図２（ａ））に対して、数ピクセルのエロージョン処理を行って
肝臓領域を縮小し（図２（ｂ））、縮小した肝臓領域を元の肝臓領域から減算することに
より、肝臓領域の表面を抽出する（図２（ｃ））。なお、図２において実線が肝臓の輪郭
を、破線が被写体の胴体の輪郭をそれぞれ示す。そして、「William E. Lorensen, Harve
y E. Cline: Marching Cubes: A high resolution 3D surface construction algorithm.
 In: Computer Graphics, Vol. 21, Nr. 4, July 1987」に記載された、等方向３次元ボ
クセルデータをポリゴンデータに変換するアルゴリズムであるマーチングキューブ法を用
いて、肝臓領域の表面の等信号値面を抽出して、３次元のサーフェスデータを生成する。
一方、血管および腫瘍については、抽出された血管および腫瘍の表面のデータを、マーチ
ングキューブ法を用いて３次元のサーフェスデータに変換する。サーフェスデータにより
表される肝臓領域の斜視図を図３に示す。
【００３９】
　なお、血管および腫瘍は肝臓の内部に存在するため、肝臓の立体モデルを血管および腫
瘍とともに作成した場合、内部に存在する血管および腫瘍を観察することができなくなる
。このため、図４に示すように、肝臓のサーフェスデータにおける一部のデータを消去す
ることにより、肝臓領域の一部を切り取り、切り取った部分から肝臓の内部を観察できる
ようにすることが好ましい。図４においては、画像Ｇ１が一部が切り取られた肝臓領域の
表面を、画像Ｇ２が切り取った部分をそれぞれ示す。なお、切り取る位置は、ユーザが入
力部２４を用いて任意に設定してもよく、実際の手術の際に切り取る領域と一致させるよ
うにしてもよい。
【００４０】
　パターン付与部２０は、肝臓領域の表面並びに血管および腫瘍の表面の少なくとも１つ
に凹凸パターンを付与する。具体的には、サーフェスデータにより表される肝臓領域の表
面あるいは構造物の表面に、凹凸パターンが付与されるように、サーフェスデータの値を
変更する。本実施形態においては、門脈および静脈の表面にそれぞれ異なる凹凸パターン
を付与するものとするが、これに限定されるものではなく、肝臓領域の表面あるいは肝動
脈の表面にそれぞれ異なる凹凸パターンを付与してもよく、肝臓領域の表面並びに血管お
よび腫瘍の表面のすべてに、それぞれ異なる凹凸パターンを付与してもよい。なお、凹凸
パターンを付与する物体あるいは構造物は、ユーザが入力部２４を用いて任意に選択でき
るものであってもよく、物体あるいは構造物の種類に応じてあらかじめ定められているも
のであってもよく、物体および構造物からランダムに選択されたものであってもよい。
【００４１】
　図５は凹凸パターンの例を示す図である。図５において黒色の部分が凹部となっている
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ものとするが、これに限定されるものではない。なお、凹凸パターンのデータは、記憶部
１２に記憶されている。また、凹凸パターンは、ユーザが入力部２４を用いて任意に選択
できるものであってもよく、構造物の種類に応じてあらかじめ定められているものであっ
てもよく、凹凸パターンをランダムに選択して付与するものであってもよい。凹凸パター
ン付与後のサーフェスデータにより表される門脈を図６に示す。なお、図６においては凹
凸パターンが付与された状態を斜線にて示している。
【００４２】
　データ生成部２２は、凹凸パターンが付与された、肝臓領域のサーフェスデータ並びに
血管および腫瘍のサーフェスデータを合成して立体モデルデータを生成する。具体的には
、立体モデル作成装置３０において、複数の構造物および物体の立体モデルを作成可能な
ように、サーフェスデータを１つの立体モデルデータにまとめる。
【００４３】
　以下、立体モデルデータの生成について説明する。図７は立体モデルデータの生成を説
明するための図である。なお、ここでは説明を簡単にするため、ある断面における肝臓領
域、門脈および腫瘍のサーフェスデータを合成する場合について説明する。肝臓領域、門
脈および腫瘍のサーフェスデータを、同一断面において切断した場合、その断面の画像は
それぞれ断面画像Ｇ１１，Ｇ１２，Ｇ１３に示すものとなる。なお、断面画像Ｇ１２，Ｇ
１３においては、説明のための肝臓領域の輪郭を破線で示している。ここで、立体モデル
作成装置においては、断面データにしたがって材料を繰り返し積層させることにより立体
モデルを作成する。このため、同一断面において対応する構造物が積層されるように、肝
臓領域、門脈および腫瘍のサーフェスデータを、対応する断面位置が一致するように合成
する。合成されたサーフェスデータのある断面画像Ｇ１１～Ｇ１３と同一断面の画像は断
面画像Ｇ１４となる。データ生成部２２は、このようにしてサーフェスデータを合成し、
さらにサーフェスデータを上述したＳＴＬフォーマットに変換して立体モデルデータを生
成する。
【００４４】
　なお、腫瘍は肝臓内において、血管にも肝臓表面にも接触していない場合がある。この
場合、立体モデルを作成すると、腫瘍は肝臓表面および血管とは別個のモデルとして作成
されてしまう。このため、腫瘍が血管にも肝臓表面にも接触していない場合、図８に示す
ように仮想的な連結部Ｃ０を立体モデルデータに追加する。
【００４５】
　入力部２４は、キーボードおよびマウス等の公知の入力装置からなる。
【００４６】
　表示部２６は、液晶、ＣＲＴ等の公知の表示装置からなる。
【００４７】
　立体モデル作成装置３０は、立体モデルデータを水平方向に輪切りにすることにより等
高線データ（断面データ）を作成し、断面データにしたがって、硬化された材料を繰り返
し積層させることにより、立体モデルを作成する。
【００４８】
　次いで、本実施形態において行われる処理について説明する。図９は本実施形態におい
て行われる処理を示すフローチャートである。なお、３次元画像Ｖ０は、画像取得部１０
により取得されて、記憶部１２に記憶されているものとする。操作者が入力部２４を操作
することにより、肝臓領域抽出部１４が３次元画像Ｖ０から肝臓領域を抽出し（ステップ
ＳＴ１）、構造物抽出部１６が３次元画像Ｖ０から肝臓内の肝動脈、肝静脈、門脈および
腫瘍を抽出する（構造物抽出、ステップＳＴ２）。なお、ステップＳＴ１，ＳＴ２は、ス
テップＳＴ２を先に行ってもよく、並列に行ってもよい。
【００４９】
　そして、サーフェスデータ生成部１８が、肝臓領域、肝臓内の肝動脈、肝静脈、門脈お
よび腫瘍のサーフェスデータを生成する（ステップＳＴ３）。さらに、パターン付与部２
０が、肝臓領域、肝臓内の肝動脈、肝静脈、門脈および腫瘍のサーフェスデータの少なく
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とも１つに凹凸パターンを付与し（ステップＳＴ４）、データ生成部２２が、凹凸パター
ンが付与された肝臓領域、肝臓内の肝動脈、肝静脈、門脈および腫瘍のサーフェスデータ
を合成して立体モデルデータを生成する（ステップＳＴ５）。そして、立体モデル作成装
置３０が立体モデルデータに基づいて立体モデルを作成し（ステップＳＴ６）、処理を終
了する。
【００５０】
　図１０は作成された立体モデルを示す図である。なお、ここでは説明を容易に行うため
に、構造物として肝動脈は含まず、肝静脈、門脈および腫瘍のみを含む立体モデルが作成
され、門脈にのみ凹凸パターンが付与されたものとする。図１０に示すように立体モデル
４０は、肝臓表面４２、肝静脈４４、門脈４６および腫瘍４８を含み、門脈４６の表面に
凹凸パターンが付与されている。
【００５１】
　このように、本実施形態によれば、肝臓領域の表面並びに血管および腫瘍の表面の少な
くとも１つに凹凸パターンを付与し、凹凸パターンが付与された肝臓領域のサーフェスデ
ータ並びに血管および腫瘍のサーフェスデータを合成して立体モデルデータを生成するよ
うにしたため、立体モデルデータにより作成された立体モデルにおいては、表面の凹凸パ
ターンにより、複数の構造物を区別できることとなる。とくに本実施形態においては、門
脈および肝静脈に異なる凹凸パターンを付与しているため、肝動脈、肝静脈および門脈の
ように類似する形状を有する構造物を区別して認識できることとなる。このため、カラー
立体モデル作成装置のように高価な装置を用いることなく、複数の構造物を区別可能な立
体モデルを、簡易かつ安価に作成できる。
【００５２】
　なお、上記実施形態においては、立体モデルデータ生成装置１において、肝臓領域およ
び構造物を抽出して、これらのサーフェスデータを生成しているが、立体モデルデータ生
成装置１とは別個の外部装置において肝臓領域および構造物を抽出し、これらのサーフェ
スデータを生成し、立体モデルデータ生成装置１においては、外部装置からサーフェスデ
ータのみを取得するようにして、立体モデルデータを生成するようにしてもよい。この場
合、本実施形態による立体モデルデータ生成装置１においては、肝臓領域抽出部１４およ
び構造物抽出部１６は不要となる。
【００５３】
　また、上記実施形態においては、構造物抽出部１６において、肝動脈、肝静脈、門脈お
よび腫瘍を抽出しているが、これらに加えて下大静脈を抽出してもよい。また、肝静脈、
門脈、肝動脈、肝臓に含まれる腫瘍および下大静脈の少なくとも１つを抽出するようにし
てもよい。
【００５４】
　また、上記実施形態においては、肝臓領域の立体モデルを作成しているが、胸部の３次
元画像Ｖ０を用いて、肺領域の立体モデルを作成してもよい。この場合、肺領域、肺静脈
、肺動脈、気管支および肺結節の少なくとも１つを３次元画像Ｖ０から抽出し、肺の表面
のサーフェスデータ、肺静脈、肺動脈、気管支および肺結節の少なくとも１つのサーフェ
スデータを生成する。そして、肺の表面のサーフェスデータ、肺静脈、肺動脈、気管支お
よび肺結節の少なくとも１つのサーフェスデータに、互いに異なる凹凸パターンを付与し
て立体モデルデータを生成すればよい。
【００５５】
　なお、肺領域を抽出する手法としては、３次元画像Ｖ０から画素毎の信号値をヒストグ
ラム化し、肺領域をしきい値処理することにより抽出する方法、肺領域を表すシード点に
基づく領域拡張法等、任意の手法を用いることができる。肺静脈、肺動脈を抽出する手法
としては、上述した肝臓内の肝動脈および肝静脈を抽出する手法を用いることができる。
気管支を抽出する手法としては、領域拡張法により気管支領域内の画素の集合を抽出し、
抽出された気管支領域に対して細線化処理を行い、得られた気管支を表す細線の連結関係
に基づいて細線上の各画素を端点、エッジ（辺）および分岐点に分類することによって、
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気管支を表す木構造データを得る手法を用いることができる。肺結節を抽出する手法とし
ては、上述した腫瘍を抽出する手法を用いることができる。
【００５６】
　また、上記実施形態においては、人体の臓器の立体モデルを作成するための立体モデル
データを生成しているが、複数の部品からなる例えば自動車のエンジン等の機械の立体モ
デルを作成する場合にも本発明を適用できる。この場合、部品毎にサーフェスデータを作
成し、複数の部品の少なくとも１つに互いに異なる凹凸パターンを付与して立体モデルデ
ータを生成することにより、この立体モデルデータに基づいて立体モデルを作成した場合
、異なる部品の表面にそれぞれ異なる凹凸パターンが付与された立体モデルを作成するこ
とができる。
【符号の説明】
【００５７】
　　　１　　立体モデルデータ生成装置
　　　２　　モダリティ
　　　１０　　画像取得部
　　　１２　　記憶部
　　　１４　　肝臓領域抽出部
　　　１６　　構造物抽出部
　　　１８　　サーフェスデータ生成部
　　　２０　　パターン付与部
　　　２２　　データ生成部
　　　２４　　入力部
　　　２６　　表示部
　　　３０　　立体モデル作成装置

【図１】 【図２】
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